
久慈駅

宮古駅

釜石駅
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三
陸
鉄
道

北
リ
ア
ス
線

三陸鉄道南リアス線

JR大船渡線

JR山田線

JR八戸線

陸中野田駅

小本駅

運休

運休

運休

運休

運休

Ａ

１

Ｂ

４

５

２

Ｃ

Ａ

（JR八戸線）宿戸～陸中八木間
大浜川橋梁の橋げたが流失

被災前の
島越駅

島越駅舎、橋梁等が津波で流失（三陸鉄道）島越駅
駅舎・橋梁が流失

２

（JR山田線）宮古～磯鶏間
閉井川橋梁の橋げた流失

Ｂ

（三陸鉄道）吉浜～唐丹間
荒川橋りょうの橋げた流失

４

５

（三陸鉄道）甫嶺～三陸間
津波により築堤崩壊

１

（三陸鉄道）田野畑駅付近
平井賀トンネル内にも津波が流入

（JR大船渡線）陸前高田駅
駅舎流失

Ｃ

（三陸鉄道）釜石～平田間
レールが大きく変状

３

３

１ 鉄道の早期復旧に係る財政支援等
○壊滅的な被害を受けた三陸鉄道の施設復旧に際しては、地元自治体や
事業者の負担のない国による新たな制度の創設又は現行制度の補助率を
最大限引上げること
○同様に甚大な被害を受けたＪＲ八戸線・山田線・大船渡線の早期復旧
に向け、東日本旅客鉄道㈱への支援・協力を行うこと

鉄道の早期復旧に係る国の全面的な支援
平成23年10月６日　岩手県

岩手県沿岸部の鉄道の被害状況

要　望　内　容

現状と復興に向けた課題等

▲地域住民の生活を支える「復興支援列車」

▲宮古口への車両の移送風景（宮古市）

＜現　状＞
○本県沿岸を縦断する三陸鉄道（北リアス線、南
リアス線）及びＪＲ線（八戸線、山田線、大船渡
線）は、東日本大震災により、駅舎、線路、橋梁
等が流出・損壊するなど、甚大な被害を受けた
○そうした中、三陸鉄道は、震災後速やかに宮古
～小本間、久慈～陸中野田間を復旧させ、復興支
援列車を運行し、震災地域の貴重な交通手段とし
て活躍
○しかし、残りの区間は（ＪＲ線も含め）、運行
再開の見通しが全く立っていない状況

＜復興に向けた課題等＞
○被災地の一刻も早い生活再建や地域産業の再生
を図るためには、早期の復旧が必要であるが、復
旧には多額の事業費が必要
○しかし、三陸鉄道は、17年連続の赤字を計上
している第三セクター会社であることから、財政
余力がなく、また、県や市町村も被災し、同様の
状況であり、国による全面的な支援が不可欠
○ＪＲ線の復旧に際し、東日本旅客鉄道㈱は、
「まちづくりと一体となった施設整備を行い、
ルート変更もあり得る」との方針を示していると
ころであり、今後、同社との調整が必要であるほ
か、早期復旧には国による支援も必要

駅舎 線路 橋梁 その他

北リアス線 宮古～久慈 71 1 38 15 16 70
南リアス線 盛～釜石 37 4 96 20 127 247

108 5 134 35 143 317

八戸線 階上～久慈 37 2 3 1 51 57
山田線 宮古～釜石 55 8 10 6 157 181
大船渡線 盛～気仙沼 41 7 19 3 148 177

133 17 32 10 356 415

■被害状況

三陸鉄道
計

計

JR

被害個所数
線名 区間 延長㎞ 合計

-「安全」の確保　Ⅱ　交通ネットワーク　①災害に強い交通ネットワークの構築-



気仙沼市

供用済 L=3.0km

唐桑～高田
【未着手】

気仙沼～唐桑

八戸南道路

供用済 L= 7.2km

八戸南環状道路
L 4 8k

八戸市

階上町

久慈北道路
L=7.4km

普代バイパス
L=4.15km

尾肝要道路
L=4.5km

宮古道路

供用済 L= 7.8km

釜石山田道路
L=18.4km

吉浜道路
L=3.6km

供用済 L=21.0km

高田道路
L=4.1km

三
陸
縦
貫
自
動
車
道

三
陸
北
縦
貫
道
路

八
戸
・
久
慈
自
動
車
道

供用済 L= 4.8km

洋野町

久慈市

野田村

普代村

田野畑村

岩泉町

山田町

大槌町

大船渡市

陸前高田市

供用済 L= 4.6km

供用済 L= 6.2km

階上～久慈北
【未着手】

普代～久慈
【未着手】

尾肝要～普代
【未着手】

大芦～尾肝要
【未着手】

宮古北～小本
【未着手】

吉浜～釜石
【未着手】

供用済
L=11.4km

宮守～東和
L=23.7km

遠野～宮守
L=9.0km

遠野住田～遠野
【未着手】

供用済
L=18.4km

釜石～釜石西
【未着手】

東北横断自動車道釜石秋田線

盛岡市

宮古北
【未着手】

供用済 L= 3.2km

山田～宮古南
【未着手】

宮古盛岡横断道路

都南川目道路
L=6.0km

簗川道路
L=7.0km

宮古西道路
L=3.6km

供用済L=1.4km

＜凡例＞
　　　　　　　　　：事業中箇所（早期完成が必要）　　　　　　　　　　：　I C（フル）
　　　　　　　　　：供用済箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　I C（ハーフ）
　　　　　　　　　：未着工区間（早期事業化・完成が必要）

唐桑～高田
【未着手】

釜石市

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

宮古市

◆三陸沿岸の高規格幹線道路等

延長（km） 率（%） 延長（km） 率（%）

青森県 20.0 7.2 36.0% 17.3 86.5% 八戸・久慈自動車道

30.0 3.2 10.7% 10 .6 35 .3% 八戸・久慈自動車道

90.0 6.2 6.9% 14 .9 16 .6% 三陸北縦貫道路

103.0 37.9 36.8% 64 .0 62 .1% 三陸縦貫自動車道

223.0 47.3 21.2% 89.5 40.1% 岩手県　計
宮城県 121.0 74.4 61.5% 103.8 85.8% 三陸縦貫自動車道

合計 364.0 128.9 35.4% 210.6 57.8%

備考

岩手県

供用 供用・事業中
県名

計画
（km）

◆三陸沿岸の高規格幹線道路等

延長（km） 率（%） 延長（km） 率（%）

青森県 20.0 7.2 36.0% 17.3 86.5% 八戸・久慈自動車道

30.0 3.2 10.7% 10 .6 35 .3% 八戸・久慈自動車道

90.0 6.2 6.9% 14 .9 16 .6% 三陸北縦貫道路

103.0 37.9 36.8% 64 .0 62 .1% 三陸縦貫自動車道

223.0 47.3 21.2% 89.5 40.1% 岩手県　計
宮城県 121.0 74.4 61.5% 103.8 85.8% 三陸縦貫自動車道

合計 364.0 128.9 35.4% 210.6 57.8%

備考

岩手県

供用 供用・事業中
県名

計画
（km）

◆東北横断自動車道釜石秋田線（釜石自動車道）

延長（km） 率（%） 延長（km） 率（%）

岩手県 79.3 29.8 37.6% 62.5 78.8%

合計 79.3 29.8 37.6% 62.5 78.8%

県名
計画
（km）

供用 供用・事業中

◆東北横断自動車道釜石秋田線（釜石自動車道）

延長（km） 率（%） 延長（km） 率（%）

岩手県 79.3 29.8 37.6% 62.5 78.8%

合計 79.3 29.8 37.6% 62.5 78.8%

県名
計画
（km）

供用 供用・事業中

◆宮古盛岡横断道路

区間NO

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

上川井～箱石

平津戸地区

岩井～松草

区界地区

優先整備区間名

宮古西道路（未事業区間）

宮古西～柴野

茂市地区

腹帯地区

腹帯～下川井

川井地区

◆宮古盛岡横断道路

区間NO

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

上川井～箱石

平津戸地区

岩井～松草

区界地区

優先整備区間名

宮古西道路（未事業区間）

宮古西～柴野

茂市地区

腹帯地区

腹帯～下川井

川井地区

延長（km） 率（%） 延長（km） 率（%）

岩手県 100.0 1 .4 1.4% 18 .0 18.0%

合計 100.0 1.4 1.4% 18.0 18.0%

県名
計画
（km）

供用 供用・事業中
延長（km） 率（%） 延長（km） 率（%）

岩手県 100.0 1 .4 1.4% 18 .0 18.0%

合計 100.0 1.4 1.4% 18.0 18.0%

県名
計画
（km）

供用 供用・事業中

「復興道路」の早期完成
平成23年10月６日　岩手県

-「安全」の確保　Ⅱ　交通ネットワーク　①災害に強い交通ネットワークの構築-



　津波対策のための防災施設等の整備
平成23年10月６日

-「安全」の確保　Ⅰ　防災のまちづくり　①災害に強く安全で安心な暮らしを支える防災都市・地域づくり-

防潮堤の整備状況 海岸保全施設の被害状況

58,075m

32,606m

25,469m

21,165m

16,719m

4,446m

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合　計

農林水産省

国土交通省

整備済延長 未整備延長
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今回の津波痕跡高 現況堤防天端高

宮古市
（田老海岸）

山田町
（山田漁港海岸）

大槌町
（大槌漁港海岸）

釜石市
（釜石港海岸）

大船渡市
（大船渡港海

陸前高田市
（高田海岸）

洋野町
（平内海岸）

野田村
（野田海岸）

普代村
（宇留部海岸）

田野畑村
（島の越漁港海岸）

岩泉町
（小本海岸）

久慈港

釜石港

八木港

小本港

宮古港

大船渡港

災害復旧事業による嵩上げ（国庫負担率　２／３）

交付金事業による新設
（国庫負担率　１／２）

災害復旧事業による嵩上げ
（国庫負担率　２／３）

交付金事業による新設
（国庫負担率　１／２）

既存防潮堤陸閘新設

防潮堤等の嵩上げに伴う施設の新設

凡　　　例

○市町村の復興まちづくりと一体となって県が実施する防潮堤、河川堤防等
の津波対策施設のかさ上げや新設、水門の遠隔化等について、災害復旧事業
と同等の手厚い支援制度を創設すること

39,888m

29,241m

10,647m

18,187m

3,365m

14,822m

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合　計

農林水産省

国土交通省

被災 被災なし

久慈市
（久慈港海岸）

水門等の遠隔化・電動化の推進

手動による陸閘閉鎖状況

現状と復興に向けた課題と要望内容現況堤防高と東日本大震災津波の痕跡高

低い遠隔化
整備率

水門・陸閘施設数 288基

内、遠隔化施設数 33基

整備率 11.5%

　市町村の復興まちづくりのために必要となる防潮堤の嵩上げや新設（交付金事業）
は、災害復旧事業に比べて地方の財政的負担が大きい（国庫負担率：１／２）

　水門等の閉鎖作業を行う消防団員のリスクが大きいことから、水門等の遠隔化・電動
化が必要（東日本大震災津波では消防団員118名が死亡）

 ：既設防潮堤（災害復旧事業対応）

：防潮堤新設（交付金事業対応）

：道路



　震災の記憶を未来に語り継ぎ、復興まちづくりと一体となって犠牲者の追悼や地域の防災拠点としての機能を有する
メモリアル公園等を国営公園として整備すること

メモリアル公園等の整備
平成23年10月６日　岩手県

-「安全」の確保　Ⅰ　防災のまちづくり　②故郷への思いを生かした豊かで快適な生活環境づくり-

メモリアル公園等（国営公園）のイメージ

防災祈念資料館
復興祈念広場

防災タワー

鎮魂の森

海のミュージアム

自然再生緑地（潟湖）

展望塔（防災タワー）

鎮魂の鐘

メモリアル広場
松　原

砂　浜

桟　橋

風力・太陽光発電施設

丘陵地の住宅地

丘陵地の住宅地

三陸縦貫道

避難路
避難路

芝生の丘



○県では、被災者の住宅に関するニーズを把握するため、７月に応急仮設
住宅入居者1,724戸を対象にアンケート調査を実施
○持家希望が約６割、災害公営住宅が約２割と持家希望の比率が高い

20.1%

2.4% 7.0%

0.7%

0.6% 11.8%

11.4%

45.9%

１．持家の新たな購入（高台等移転）

２．自宅の現在地での改修・再建

３．公営住宅（県、市町村営住宅）

４．民間賃貸住宅

５．社会福祉施設への入居

６．これから考える

７．その他

無回答

被災者の生活再建に対する支援
平成23年10月６日　岩手県

-「暮らし」の再建　Ⅰ　生活・雇用　①被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援-

復興に向けた課題と要望内容

○東日本大震災津波で約２万５千戸の住宅が倒壊（全壊、半壊）
○県では、被災３県で最も早い３月19日に応急仮設住宅の建設に着手
し、８月11日までに全13,984戸が完成
○被災者の入居状況は、応急仮設住宅に約７割、民間賃貸住宅に約２
割、その他公営住宅等に約１割
 

これまでの経緯

被災住民のニーズ

　被災の規模が大きく、地方の財政的負担が大きい災害公営住宅

　個人の未払い住宅ローン等に係る二重債務問題が被
災者の生活再建に大きな障害

住宅復興計画フレーム

個人住宅

民間賃貸住宅等

公共賃貸住宅（災害公営住宅）

被災者の
入居状況

（約17,000戸）

個人住宅

○災害公営住宅の整備に対する補助率の引上げ（３
/４⇒９/10）や地方負担に係る全額交付税措置な
ど、国の全面的な財政措置を講じること

　災害公営住宅の建設は、市町村の復興まちづくりに
応じた中期的な取組が必要

○複数年度にわたって使える交付金化や基金化等の
制度改善を行うこと

　市町村の復興まちづくりに応じ
て、速やかな土地の造成や宅地の提
供、災害公営住宅の建設が必要

○都市再生機構等の活用による災害公営住宅
の建設や新たな宅地の造成、提供等を行うた
めの体制整備を講じること

○二重債務問題の解決に向け、国による積極的な支
援を行うこと
○民間金融機関住宅ローン利用者に対する利子補給
制度等の創設のための財政措置を講じること

　被災した住宅の修繕・再建は被災者にとって負担が
大きく、支援が必要だが、県や市町村が独自の支援策
を行う場合、地方の財政的負担が大きい

区分 応急仮設住宅 民間賃貸住宅 雇用促進住宅 公営住宅等 合計

戸数 12,807戸 3,443戸 825戸 175戸 17,250戸

人数 31,199名 8,922名 2,574名 531名 43,226名

割合（人数） 72.2% 20.6% 6.0% 1 .2% 100%

区分 応急仮設住宅 民間賃貸住宅 雇用促進住宅 公営住宅等 合計

戸数 12,807戸 3,443戸 825戸 175戸 17,250戸

人数 31,199名 8,922名 2,574名 531名 43,226名

割合（人数） 72.2% 20.6% 6.0% 1 .2% 100%

被災者の入居状況（H23.９.２現在）

応急仮設住宅入居者アンケート調査結果（H23.７）

○被災した住宅の修繕や再建に対する手厚い支援を
行うこと

　被災した宅地、擁壁等を復旧するための個人の財政
的負担が大きい

○広範囲に住宅宅地の地盤沈下や宅地の擁壁に損壊
等が発生している地域の宅地復旧を行うための支援
制度を創設すること

住宅復興のための体制整備

持家希望災害公営
住宅


